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　　4.結　　語

　　1.序

　本稿の課題は，競争と寡占の進展や政府規制の役割についての問題を，

アメリカ食肉加工産業との関連で究明することにある。食肉産業は，19世

紀末から20世紀初頭のアメリカ経済の変遷の分析において，特に重要なケ

ースであった。伝統的に季節的で地方的な産業が，1870年代末までに，全

国ないし世界市場で業務する少数の巨大企業によって支配されるようにな

った。寡占となった合衆国における最初の主要製造業の１つとして，後に

都市市場を指向する技術に基礎をおく他の産業を特徴づけた新しい管理技
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術や競争パターンの先駆となった。食肉の寡占状態は，巨大企業に対する

政府と大衆の圧力の初期の対象となったのである。

　食肉産業の発展は，いくつかの点でこの産業に固有であった。生肉の急

速な腐敗，したがって比較的迅速な冷凍輸送と配給システムは，マーケテ

ィングを食肉業者の主たる課題とした。それはグスタヴァス・Ｆ・スウィ

フトや彼に追随した人々が，生肉を全国市場に効率的に配布する前に，一

群の冷凍貨車とより効率的な配給システムを必要とすることを認識してい

たからである。他方，ヘンリー・Ｏ・ハブマイヤーのような砂糖精製業者

は，他の精製業者との合併によって，精製の技術革新から結果する過剰生

産のような他の問題をまず解決しようとした。こうした重要な相違にもか

かわらず，巨大となる殆どすべての企業は，垂直的に統合し管理的に統合

された企業であった。主要な食肉企業が如何にして，また何故支配的な地

位を獲得したかの分析，彼らが競争優位を維持できる要因等の分析は，国

内の最も重要な産業の１つについてのみならず，他の寡占産業の変化の基

礎的過程についても我々に多くのことを教えてくれる1)。

　本橋は，鉄道以前の時代から，その時までに近代的産業体制が確立され

た1870年までのアメリカ食肉産業の成長と発展の過程をまず最初に検討す

る。次いで，グスタヴァス・Ｆ・スウィフト，フィリップ・Ｄ・アーマー，

他の著名な食肉パイオニアたちの企業者活動と，彼らの積極的な配給ネッ

トワークの形成がビッグ・ファイブによる寡占体制の構築に至った過程を

分析する。そして最後に，少数の企業が産業を支配し，同一市場で行動す

るため，シェアを安定し継続した事業の流れを確保するために，競争より

協調が重要となってさまざまな企業連合を展開することとなり，これに関

連して反トラスト訴訟や政府規制，種々の調査報告などの公共政策が産業

に影響を与え始めていく必然的経緯を究明していくことになる。以上の分

析によって，種々の産業で産業集中の起源は異なるが，主要な寡占企業の

行動は同質化していく過程が明らかにされるであろう2)。
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　　2.近代的アメリカ食肉加工産業の成立

　（1）食肉加工業の発展:1800－1870年代

①　冷凍貨車出現以前の西部食肉加工業

　1870年代の冷凍貨車の出現以前，アメリカの食肉加工業は多数の小企業

が乱立した完全競争の状態にあった。生肉は腐りやすいため，すぐ消費す

るか，寒い冬期中に塩漬け・薫製・酢づけにして保存しなければならなか

った。この産業は天候に左右されるため，分散して集中することはなかっ

た。参入と存続は容易で頻繁であり，多くの買手と売手が価格を基準に孤

立して競争していた。食肉の季節性が，この産業を時期限定的な事業とし，

専業化を制約していた。食肉業者の役割や機能ははっきりと規定されてお

らず，屠殺・解体・食肉加工の活動は統合されていなかった。産業内のこ

れらの諸活動の関係は流動的で体系的でなく，各地域の状況，天候，供給

の便利さ，市場への距離に大きく依存していた。

　しかし，食肉は高価な輸送費に耐えられないかさばる低価値の商品であ

るため，輸送は食肉加工業の発展に重要な役割を果した。事実，19世紀の

始めから，輸送の革新は産業中心地の形成に大きな影響を与えるようにな

った。蒸気船と運河の発展により，西部の主要な水路に位置する都市に人

口の増大や食肉の取引が集中して以来，食肉産業はまずシンシナチやオハ

イオ渓谷を中心とし，次いで1850年代の鉄道網の拡大とともに，シカゴや

５大潮近くにその生産中心地域を移していった。

　1816年の川を遡る蒸気船の革新は，家畜や牛肉の陸上取引より豚肉や薫

製肉の取引により大きな影響を与えた。蒸気船は輸大塩のコストを引下げ，

また豚は牛より調達するのが簡単で安く，さらに豚肉は牛肉より薫製した

り風味をつけるのが容易であったからである。シンシナチの豚肉加工

は，1822－23年の15,000頭以上から1833－34年の86,000頭に急激に増加し，

1830年代末までにシンシナチは最も繁栄した西部都市となり，全米最大の
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豚肉加工中心地となった。 1830年代と40年代の運河の建設と完成は内陸部

を開拓し，シンシナチの優位をさらに強化した。 1840年にシンシナチは

「ポーコポリス」(Porkopolis)と呼ばれるまでになり，西部の豚肉のほぼ30％

を生産し，1832－41年に毎年平均で約481,000頭を処理した。 1840年代に

食肉加工はシンシナチの主要産業となり，食肉加工業者は300万ポンドの

食品貯裁物を生産し，食品加工産業の付加価値の58%,シンシナチのすべ

ての製造業の付加価値の17％を占めた。 1851年までに，食肉加工業者はシ

ンシナチの合計1,700万ポンドの食品貯蔵物うち590万ポンドを占め，製造

業者の付加価値の35％を占めた。図表１は，1850－51年の西部における豚

肉輸送の概要を示したものであるが，シンシナチはその中心拠点の１つで

あったことを明らかにしている3）。

　　　　　図表1　アメリカ西部における豚肉輸送の概要(185Cト51年）

②　鉄道：食肉加工業における変化の先導者

　1840年代の鉄道とそれに関連した電信の出現は，蒸気船や運河以上に家
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畜や食肉加工業により重要な長期的影響を与えた。これらの革新は，輸送

や通信をより迅速で安く信頼できるものにしたのみならず，全国市場を形

成して多様な製品を全国に年間を通じて供給することを可能にした。家畜

は貨車で生きたまま運ぶことができたので，鉄道は，以前小規模で季節的

だったその東西陸上輸送を主要な年間を通じた輸送物に変えた。それによ

って鉄道は，東部の食肉加工業のみならず西部の食肉加工業の成長を刺激

し，新しい地域間競争を生み出した。輸送費を引下げ，食肉の最終価格を

引下げることによって，鉄道は生肉と薫製肉の需要を拡大し，生産と流通

のパターンを大きく変えたのである。

　鉄道の発展は，食肉企業の行動や規模のみならず，その地理的中心地に

も大きな影響を与えた。シンシナチはまもなく鉄道中心地のシカゴと競争

できなくなり，シンシナチの屠殺業者や食肉業者は製品ラインを拡大した

り改善したが，その努力は殆ど失敗した。西部の全豚肉に占めるシンシナ

チのシェアは，1840年代の28％から1850年代の19％に低下した。これに対

してシカゴは, 185←51年に豚肉中心地の中で13位であったが，1856－57

年までに４位，1862年にはシカゴはシンシナチを抜いて世界最大の豚肉中

心地となった。 1856→2年の間に，シカゴの豚肉生産は２倍になった。牛

肉加工においても，シカゴは1851→O年の間に22,000頭から56,000頭へと

牛の屠殺を２倍以上に増やし，これは，同期間における東部への直接的な

鉄道ラインの拡大による。シカゴの食肉企業はシンシナチの企業より規模

が大きく，それらは屠殺と食肉加工を統合していた。シンシナチの少数の

巨大企業が年平均20,000頭の豚や牛を加工していたのに対して，シカゴで

は1870年代までに，20,000頭以上の牛や豚を加工する企業が15社，50,000

頭以上の豚加工の企業が数社，50,000頭以上の豚と牛を加工する企業が４

社あった。年間を通じた事業展開によって，シカゴの企業はシンシナチの

企業より食肉加工のリスクが少なく，より安定した専業的な事業活動が可

能となったのである4)。
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　家畜の供給地に近いカンザス・シティ，アイオア，ミネソタ，ミズーリ，

ネブラスカでの屠殺や食肉加工を経済的にすることによって，鉄道は食肉

産業をシカゴからさらに西部へ移動する傾向にあった。他方，東部への家

畜のより革新的な輸送を促進することによって，鉄道は西部肉に対する需

要を拡大し，東部と西部の食肉産業の競争を剌激した。それらの概要につ

いては，1870－80年代以降の食肉産業における個別企業の詳細な事例分析

によってさらに明らかにすることができる。

　(2)食肉加工業の革新とスウィフト社の成功:1880―1910年代

①　革新的企業家Ｇ・Ｆ・スウィフトによる冷凍肉輸送

　1880年代から1920年代にかけて，アメリカ食肉加工業が寡占産業に移行

しつつあったことは明白である。大手５社(スウィフト社，アーマー社，モ

リス社，ウィルソン社，カダイ社)は，1887年に７つの屠殺工場とわずかな

販売支店を持つにすぎなかったが，1897年には20の工場と約300の支店を

持ち，1917年までに91の工場と1,120の支店を持つまでに成長した。この

当時，他のすべての合衆国内の食肉会社は，合計でわずか139の支店を持

つにすぎなかったから，その占拠率は89％にのぼり，さらに生牛輸送ルー

トの90.2％と多くの鉄道を支配し，1925年頃までには，全米食肉総売上高

の67％と資産総額の60％を占めるようになった。大手５社がなぜこのよう

な寡占力を持つに至ったかは，スウィフト社の事例によって明確に説明で

きる5)。

　マサチューセッツ州ケープ・コッドの農家に生まれたダスタヅァス・フ

ランクリン・スウィフト(Gustavus FranklinSwift)は，若い頃マサチューセ

ッツの肉屋で慟いていたが，1855年，彼が17才の時，父から与えられた25

ドルを元手に独立し,次いで1872年に，Ｊ ・Ａ・ハザウェイ(James Ａ.Hathe-

way)の経営するボストン・ミート社のパートナーとなった6)。

　その当時，ボストンなどの一部の大都市には，ようやく専門的な屠殺卸
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商が発達しはじめており，また食肉の供給地が，ニューイングランドの牧

畜地から中西部の大規模な牧草地帯へと拡大されつつあった。すなわち家

畜数が都市人口の増加に追い付かなくなったニューイングランド諸州へ，

西部から鉄道で生牛が送られるようになっていたのであり，これが食肉事

業の中心地を鉄道施設の近くに必要とさせ，継続した家畜保存施設を持っ

た大規模なターミナルエ場へと導いていったのである。そこでＧ・Ｆ・ス

ウィフトも直ちに食肉中心地のシカゴヘとび，同市場で牛を買付け，鉄道

によってそれをボストンのパートナーに配送していた。しかし，シカゴで

買付けた生牛を東部へ輸送しそこで屠殺する方法は，輸送コストの面で大

きな問題があった。すなわち生牛の60％近くは食用できない骨や皮や頭で，

それらに高い運賃を支払うのは不経済であったし，また当時の家畜輸送は

時間がかかり，途中で牛の目減りがあったり疫病その他で死亡するものも

多く，さらに草や水を与えるのもなかなかめんどうな仕事であった。そこ

でスウィフトは，むしろシカゴで牛を集中的に屠殺し，可食部分のみを東

部へ輸送するという構想を抱くに至った7)。

　すでにアメリカでは，1867－77年に冷凍貨車に関する多くの特許がアメ

リカ特許局から発行されていたが，この初期の特許のほとんどは実用的と

いうより実験的なものであった。しかし1868年には，Ｇ・Ｈ・ハモンド

(GeorgeＨ.Ｈａｍｍｏｎｄ)によってデトロイトからボストンヘの冷凍貨車による

最初の解体牛肉の輸送が小規模ながら成功を収めており，加えて1875年に

は，Ｔ・Ｃ・イーストマン(ＴｈｏｍａsＣ.Eastman)によって冷凍船舶による解

体牛肉のイギリスヘの輸送も成功していたのである。

　Ｇ・Ｆ・スウィフトは，これらの冷凍貨車輸送の革新的試みを改良して，

それに大規模な資本投下をした最初の企業家である。スウィフトはシカゴ

では比較的新参者であったし，彼の資本にも限界があったため，すでに確

立された先発企業との競争を勝抜くには，東部市場への食肉輸送のコスト

をいかに低減するかが常に彼の頭の中にあり，｢効果的な輸送は，特に腐
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敗しやすい食品の最大の課題である」ことを十分に認識していた。このた

め彼は，冷凍貨車による輸送こそ最良の解決策であると考え，この具体化

に反対したボストンの老パートナーとの共同事業を解約した。そして1878

年に，弟のエドウィン・スウィフト(Edwin Ｃ.Swift)等とスウィフト兄弟社

(Swift Brothersand Ｃｏｍｐａｎy）として知られる新たなパートナーシップを形成

し，アンドリュー・Ｊ・チェス(Andrew J.Chase)の計画にもとづき，自力

で冷凍貨車の建設に積極的に取組んでいった8）。

　このような冷凍貨車の開発は，当時の鉄道会社，東部生肉業者および一

般消費大衆に大きな衝撃を与えた。まず鉄道会社は，未だテスト中の冷凍

貨車へ新たな投資をすることを好まず，また既に東部地区の家畜収容所や

ターミナル施設に対して大規模な資本投下をしており，それにもとづく有

利な生牛輸送業務を失うことをおそれて，一致して冷凍貨車計画に反対し

た。ニューヨーク・セントラル鉄道，エリー鉄道，ペンシルバニア鉄道な

どの主要な生牛輸送鉄道会社は，すべて「東部幹線鉄道協会」(Eastern

Trunkline Association.1877年に形成された鉄道プール）のメンバーであったが，

冷凍貨車に対する当協会の基本的戦略は，いわゆる「中立性の原則」(prin-

cipleof neutrality)に基づくものであった。すなわち生牛業者と冷凍肉業者

を同等な立場におくために，冷凍肉業者に不利となる高価な差別運賃を課

したのであり，これによって東部市場では，シカゴから送られた冷凍食肉

と西部から生牛で送りそこで屠殺される生肉とは，ポンド当たり同一の価

格になってしまったのである。

　冷凍肉に対する抵抗は，鉄道会社のみならず当然に東部生肉業者の間で

も激しく，例えば「全国生肉商防衛組合」(National Butcher'sProtectiveAssocia-

tion)は，スウィフトの冷凍肉を都市市場から締め出そうとする組織的な力

となってあらわれた。また一般消費大衆の間でも, 1,000マイルも離れた

シカゴから屠殺後一週間以上もかかって送られてくる冷凍肉が，はたして

食用にたえうるものか大きな不安があり，東部生肉業者はそうした不安を
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かきたてるのに懸命となった。ヴァージニア州のごときは，こうした運動

が効を奏して消費地から100マイル以内で屠殺された生肉しか販売を許さ

ないという州法が議会を通過したほどであった9)。

　しかし，こうしたさまざまな抵抗にもかかわらず，ニューヨーク，ボス

トン，フィラデルフィアなどの東部諸都市への人口集中にともない，中西

部産の冷凍肉に対する需要が増大し，また果実や野菜を東海岸へ輸送しよ

うという太平洋岸農民の切実な欲求とがあいまって，この冷凍貨車計画の

実現は大いに促進された。スウィフトも，鉄道会社の協力は得られなかっ

たが，デトロイトのミシガン車輛会社(Michigan Car Company)や｢東部の友

人｣らの資金援助によって10台の冷凍貨車の建造契約を結び，また従来生

牛輸送をやっておらずこの分野で遅れをとっていたカナダ大幹線鉄道(Ca-

nadianGrand TrunkRailroad)の協力をも得て，食肉冷凍貨車を東部市場へ送

り込むことに成功した。これとともに，全国の食肉取扱業者は，スウィフ

トの冷凍肉の販売を阻止する動きを益々活発化させたため，彼は大規模な

加工工場と自社の代理店とを結びつける直轄の支店網を各地に拡大し，こ

の過程を通じて同社は膨大な全国市場を自らの手で支配しうる巨大企業へ

と発展するに至ったlo)。

②　スウィフト社の発展

　当初，Ｇ・Ｆ・スウィフトはすべてのリスクを自分一人で負っていたが，

間もなく彼は，フォール・リバーのＤ・Ｍ・アンソニー(D. M. Anthony)や

ボストンのジョン・ソーヤー(John Sawyer)らの資金援助を受けるようにな

った。彼の最初のパートナーシップは，既述のごとくスウィフト兄弟社と

して知られ，それはＧ・Ｆ・スウィフトの家族のほか６人のオリジナルな

株式所有者によって1878年に組織された11)。

　事業はその後急速に発展し，1885年３月31日に30万ドルの資本金を持つ

スウィフト株式会社がイリノイ州法の下で設立された。当初103人の株主

かおり，その中には６人のオリジナル株主も含まれており，この６人を除
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く最初の株主は，東部の友人や仲間，卸売ディーラ，小売肉屋たちであっ

た。最初の役員構成は，Ｇ・Ｆ・スウィフトが社長，弟のEdwin Ｃ.Swift

とLouis Ｆ.Swiftが副社長, L. A. Cartenが財務部長, D. E. Hartwellが総

務部長であった。 1888年に資本金は300万ドルに増加され，創案者Ｇ・Ｆ

・スウィフトが死去した1903年には資本金2,500万ドルとなり，同年の取

締役会は,スウィフト一族のほか, L. A. Carten,HerbertBarnes,John Ｒ.Red-

fordらによって構成されていた。

　スウィフト兄弟は，積極的な広告によって冷凍肉に対する偏見と対抗す

るとともに，大量生産によって高品質・低価格を武器に支店網を拡大して

市場を確保した。屠殺処理過程が細分化され，流れ作業方式の｢解体作業｣

ラインが採用されるとともに，増大する需要に応ずるためフロンティアの

畜産地帯に沿う西部６都市に新しい食肉加工工場が建設された。 1888年に

カンザス州カンザス・シティとネブラスカ州オマハ，93年にミズリー州セ

ントルイス，97年ミズリー州セントポール，98年ミズリー州セントジョセ

フ，1900年テキサス州フォートワースである。これら西部の工場が発展し

ている間に東部への拡張も進展し，1896年にニュージャージー州ジャージ

ーシティ，1902年ペンシルヴァニア州ハリスバーグ，1908年オハイオ州タ

ワーブランドに建設された。これら東部工場は西部の大工場に比して小規

模であったが，牛肉以外の商品(子羊肉，羊肉，豚肉，鳥肉，鶏卵，および酪

農製品)の製造も行った12)。

　Ｇ・Ｆ・スウィフトの海外市場への関心の強さは，1900年までにイギリ

スでの同社の総売上高が毎年1,200万ドルを越えていたことによっても明

らかである。スウィフト社はイギリスだけで46の販売拠点を持ち，さらに

ヨーロッパ諸国，東南アジア各国を含む世界の主要な70カ国以上に輸出代

理店を持ち，同社の食肉を販売していた13)。

　図表２は，スウィフト社の1886－1918年における財務的発展状況を示し

たものである。 1885年４月１日から1897年３月29日までの12年間に支払わ
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図表２　スウィフト社の財務的発展（1886－1918年）
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れた配当総額は10,825,309ドルにのぼり，続く1897－1912年の15年間

に, 41,567,000ドルが株式所有者に現金配当として支払われた。 1885－

1912年の間に，株式による配当支払いはなく全て現金で支払われ，配当は

十分に大きかったので株主は新株式を購入できた。会社の純利益は着実に

増加し，1912年に1896年の７倍増となったし，同一期間に配当も増加し，

それは年平均８％であった14)。

　1912年に株主数は２万人であった。これは，アーマー社やモリス社が閉

鎖的会社であったのと対照的であるが，しかしスウィフト家の関係者が株

式の大部分を支配していた。スウィフト社の株式は，まず1899年１月にボ

ストン証券取引所に上場され，次いで，シカゴ証券取引所に1901－1902年

頃に上場された。これ以後，同社の株式は両取引所で定期的に取扱れ，一

株当たり１ドル75セントの配当を４半期ごとに支払うことが明らかにされ

た。株式資本は全て普通株で，1885年の30万ドルから1919年の１億5,000

万ドルとなり，この33年の間に，株式所有者の持分は30万ドルの初期投資

が２億3,400万ドルの純資産価値を持つまでに発展したのである15)。

　(3)ビッグ・ファイブによる寡占体制の確立:1920年代

①　スウィフト社以外の各社の略史

　Ａ．アーマー社(Armour & Co.)

　1863年，穀物取引商Ｐ・Ｄ・アーマー(Philip D.Ａrｍｏｕr)は，ウィスコン

シン州ミルウォーキーの豚肉加工業者Ｊ・プランキントン(Ｊｏｈｎ Plankinton)

とパートナーシップを組んでPlankinton & Armour社を設立し，ここから

食肉加工業者の道を歩み始めた。 1867年にはシカゴに16万ドルを投資して

パートナーシップ形態によるArmour & Co.を設立，さらに69年にはカン

ザス・シティにもArmour Packing Co. を設立し，牛肉の屠殺・解体のほ

か，羊の屠殺・解体も追加した。アーマー社では1874年に，最初の大規模

冷蔵室の建設を行った。 1875年に，Ｐ・Ｄ・アーマーはミルウォーキー工
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場の製造主任であったＭ・カダイ(Michael Ｃｕdahy)を伴いシカゴに本格

的に進出し，シカゴ事務所を本社とした。２年後の77年にＪ・プランキン

トンがパートナーシップから引退し，代ってＭ・カダイがアーマー社のパ

ートナシップに参加した16)。

　同社では1879年の輸出用缶詰事業の開始以後，大規模な副産物の利用を

展開した。 80年にはオーレオ・マーガリンが発売され，84年には最初の支

店ニューヨーク・オルバニー支店を開設し，骨の利用のためにWahl Glue

Worksを買収した。 88年にはArmour Grain Co. やArmour ElevatorCo ｡を

創設した。 90年にはミンス・ミートの商品化を行い，93年にはArmour In-

stituteof Technology を開設し，また94年にはArmour FertilizerWorks を設

立した。96年にはArmour Soap Works が業務を開始し，97年にはグリセ

リン工場が開設された。

　1900年に，健康の衰えと息子フィリップ・ジュニア(Philip D. Armour, Jr.,)

の死を迎えたＰ・Ｄ・アーマーは，それまでアーマー兄弟を中心とした

パートナーシップ形態で運営されていた諸事業を，資本金2,000万ドルの

イリノイ州法による株式会社Armour & Co.の下に集中した(スウィフト社

の株式会社化に遅れること５年)。翌1901年にＰ・Ｄ・アーマーは死去し，息

子のＪ・オグデン・アーマー(Jonathan OgdenＡrｍｏｕr)が1923年まで同社の

社長として君臨し，アーマー社の大拡張が行われることになる。

　Ｊ・オグデン・アーマーが社長に就任した直後に同社では生産設備の拡

張が行われ，1901年にシオウクス・シティで工場の買収，1903年にフォー

トワースとセントルイス東部で新工場の建設が行われた。 1903年に設立さ

れたナショナル・パッキング社(詳細は後述)が1912年に解散以後，アー

マー社はニューヨーク，カンザス・シティ，セントジョセフの大工場を引

き受けた。さらに同社は，1913年にジャージー・シティ，1916年にはイン

ディアナポリスの工場を買収し，全国的な食肉の生産体制を確立していっ

た。またＪ・オグデン・アーマーの支配下においても，同社の副産物生産
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図表３　アーマー社の財務的発展
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は積極的に展開されていった。皮革・オーレオ製品(オーレオ・マーガリン

や人造バター)・内臓物利用の３つの副産物のほか，1902年には石鹸の製

造，1907年には食肉の販売網を活用したグレープ・ジュースやソーダー飲

料の販売，1920年にはArmour LeatherCo. が設立された17)。

　図表３は，アーマー社の1868－1918年における財務的発展の概要を示し

たものである。同社はこの50年間に，16万ドルの初期投資に対して１億

7,927万ドルの利益を稼ぎ，総額2,986万6,000ドルの配当を株主やパート

ナーに支払った。同期間に，アーマー社の純資産価値は２値3,457万6,000

ドルに膨れ上がり，これは初期投資の実に1,500倍近い増加を意味し，ア

メリカ産業企業の中でも顕著な成功事例の１つであったと云える18)。

　しかし，第１次大戦の戦後不況の影響と，カナダエ場への過度の投資，

加えてＪ・オグデン・アーマー個人の穀物投機の失敗等によって，アーマ

ー社は次第に財務的危機に直面し，同社はニューヨークのMetropolitan

Trust Co. やシカゴのContinental and Commercial NationalBank などの銀行

支配下におかれることになった。そして1923年，遂にＪ・オグデン・アー

マーが失脚する事態を迎え，彼は会長に退き(1927年８月に死去)，後任社

長にはF. Edson White が就任した19)。

　Ｂ.モリス社(Morris & Co.)

　ドイツ生まれのＮ‥モリス(Nelson Ｍｏ�s)がシカゴに進出したのは1859

年で，家畜商として名を成し，南北戦争時には軍への牛肉供給の主要契約

者として知られていた。 1874年に，豚の家畜商Ｉ・ワイクセル(Isaac Waixel)

　とのパートナーシップを組んでMorris & Waixelを設立した。Ｎ・モリス

もまた冷凍牛肉輸送のパイオニアの一人であり, 74―75年冬にボストンヘ

の輸送に成功し，70年代中頃には生牛のイギリスヘの輸出も行っていた。

80年代には最初の支店を開設し，85年には冷凍貨車を建造し，88年時点で

は９支店を擁し，業界第３位の地位を占めるに至っていた2o)。
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　1889年に缶詰事業を行うイリノ刊ヽ|ヽ|の株式会社Fairbank Canning Co. が

設立されたが，1903年にメイン州の株式会社Morris & Co. (資本金300万ド

ル）が設立され，フェアバンク缶詰会社を1909年に吸収した。

　1907年にＮ・モリスは死去し，息子のエドワード‥モリス(Edward Morris)

が1910年に社長の座に就いたが，彼も13年には死去し，Ｔ・Ｅ・ウィル

ソン（ＴｈｏｍａsＥ.Wilson)がその後を襲った。

　なお, Morris & Co.は1923年にアーマー社の子会社Northern American

ProvisionCo. に買収された21）。

　Ｃ.ウィルソン社(Wilson & Co.,Inc.前身会社はシュワルツシルド・アンド

・ザルツバーガー社）

　シュワルツシルド・アンド・ザルツバーガー社(Schwarzschild & Sulzberger

ｃｏ.以下Ｓ＆Ｓ社と略記）は，ドイツ生まれのAaron SchwarzschildとFerdi-

nand Sulzbergerによるパートナーシップとして1873年に設立され，既に

1853年に建設されていたニューヨーク工場を基盤に，ユダヤ教徒用の食肉

のために家畜を加工・輸出する業務に従事していた。 1893年にニューヨー

ク州の株式会社Ｓ＆Ｓ社（資本金500万ドル）に組織変更され，同年にカン

ザス・シティの屠殺工場を買収することによって冷凍牛肉分野への参入を

開始し，次いで全国的な支店網を設置し，一群の冷凍貨車を購入した22）。

　1910年にニューヨーク州の持株会社Sulzberger & Sons Co （資本金3,200

万ドル）が設立され, s&s社はその一子会社となった。また，15年にド

イツでＦ・ザルツバーガーが死去したことに伴い，翌16年にSulzberger &

Ｃｏ.は，モリス社の社長を勤めていたＴ・Ｅ・ウィルソンおよびニューヨ

ークの銀行家グループに買収され，これ以後Ｓ＆Ｓ社は社名をWilson &

Co.,Inc.と変更した23）。

　Ｄ.カダイ社(Cuday PackingＣｏ.）
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　1875年に，Ｐ・Ｄ・アーマーとともにミルウォーキーからシカゴに進出

したＭ・カダイが，Ｐ・Ｄ・アーマー，弟のＥ・Ａ・カダイ(Edward A.

ｃｕdahy）とともに，ネブラスカ州の株式会社Armour-Cudahy Packing Co.

　（資本金75万ドル）を設立し，オマハの食肉加工工場を購入したのが1887年

であった。 90年にＭ・カダイは，シカゴのアーマー社の自らの持分をＰ・

Ｄ・アーマーに売却し，代りにＰ・Ｄ・アーマーのアーマー・カダイ食肉

会社の持分を買い取り，同社をイリノイ州の株式会社Cudahy PackingCo.

に組織変更し，1894年には資本金を350万ドルとした24）。

　同社は，1910年にＭ・カダイの死去に伴いＥ・Ａ・カダイが社長に就任

した後，15年にメイン州の株式会社Cudahy Packing Co.（資本金1,200万ド

ル）に再度組織変更された。 14年には，メンフィス，カンザス・シティ，

オマハなどで綿実油の精製事業を開始し，15年にはDow Cheese Co. を買

収するなど，事業の多角化にも積極的であった25）。

　なお，図表4, 5, 6は，それぞれモリス社，ウイルソン社，カダイ社

の財務的発展の推移を参考までに示したものである。ビッグ・ファイブは，

各社とも平均資本利益率10％以上の高い数値を安定的に維持しており，ア

　　　　　　　　図表４　モリス社の財務的発展（1909－1918年）
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図表５　ウイルソン社の財務的発展（1894－1918年）

メリカ食肉産業がこの上位５社によって支配されていたことは明らかであ

る26）。

　②　アメリカ食肉加工業におけるビッグ・ファイブの地位と成長

　アメリカ食肉加工業におけるビッグ・ファイブの地位と成長については，

屠殺工場（生産）と支店（販売）の両面におけるビッグ・ファイブの支配

状況を分析することによってさらに明らかにすることができる。図表７は，

ビッグ・ファイブによる屠殺工場の建設と買収の推移（1857－1917年），図
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図表６　カダイ社の財務的発展（1888－1918年）

表８は，ビッグ・ファイブによって屠殺された家畜類別の頭数の割合を

1907一Ｏ8年と1916－17年で対比したものであるが，ビッグ・ファイブの工

場数および屠殺支配力は年々増加していることを明示している。また図表
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図表７　ビッグ・ファイブによる屠殺工場の建設・買収（1857－1917年）

図表８　ビッグ・ファイブによって屠殺された家畜類別割合の対比

(1907－8年対1916－17年)

９は，1916年における全米の屠殺工場の地理的分布を示したものであるが，

工場がシカゴを中心とした西部地区に集中し，ビッグ・ファイブがこれら

の地区で圧倒的な支配力を行使していたことが明らかである27)。

　ビッグ・ファイブにおいては，屠殺工場のみならず支店の増加と支配も

急速であった。図表10は，1884－1917年におけるビッグ・ファイブの支店

数の成長を示している。スウィフト社については，1900年以前を合計して

193支店としており，その他の会社についても初期の支店数については不

明な点が多い。しかし，1917年６月30日に，ビッグ・ファイブで合計1,120

の支店が業務していた。支店は，屠殺工場からのドレスト・ミートを受取
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図表10　ビッグ・ファイブの支店数推移（1884－1917年）
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図表11　ビッグ・ファイブおよびその他の州際屠殺業者の州別支店数

　　　　(1916－17年)
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図表12　ビッグ・ファイブおよびその他の州際屠殺業者における

　　　　支店の地理的分布（1916－17年）
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るために建設された貯蔵所を持ち，それ自身の販売組織を装備していた。

巨大食肉会社は，自社の冷凍貨車によって屠殺工場から高度に腐りやすい

食肉を大都市や町の多くの支店に直接配送する。これらの地点から，彼ら

の販売員が食肉に対する小売業者からの注文を得るために，周辺の村や町

を訪問した28）。

　図表11は，1916－17年におけるビッグ・ファイブと他の州際屠殺業者の

州ごとの支店数を示したものであるが，支店は特に人口の大部分が都市に

集中していた北東部に多いことを明らかにしている。ビッグ・ファイブは，

ペンシルバニアから東部と北部の北大西洋地域の支店の45％を支配してお

り，北中西部諸州では全体の21.9％，南大西洋地域12%,南中西部地域

13.8％，山岳諸州から太平洋までの西部地域は全体の7.3%のみであった。

ビッグ・ファイブの支店の45％が位置していた繁栄の北東部には独立会社

の支店は少なく，それは20.1％のみであった。一方，巨大食肉業者の支店

が僅か7.3%のみであった西部地域に，独立会社は34.6％の支店を持って

いた。かくして独立会社の支店は屠殺工場の近くで人口の少ない地域に集

中し，ビッグ・ファイブの支店は西部の主要工場から遠く，人口密集地の

東部に集中していたと云える。図表12は，ビッグ・ファイブおよびその他

の州際屠殺業者の東部における支店の地理的分布（1916－17年）を示した

　　図表13　ビッグ・ファイブの支店における食肉売上の支配状況（1916年）
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ものであるが，この地区が上位５社によって独占的に支配されていた様子

がより顕著である。また図表13は，1916年のフレッシュ・ミートおよび加

工肉の全州際食肉業者による支店販売に占めるビッグ・ファイブの割合を

示しており，フレッシュ・ミートについては94.9％，加工肉については

86.5％がビッグ・ファイブによって支配されていた29）。

　　3.食肉加工産業をめぐる調査と独占規制の展開

　（1）ヅェスト・リポートとヴェーダー・プール:1893－1901年

①　最初のヴェーダー・プール（1893－1896年）

　食肉業者は多くの小企業時代とは異なり，産業に少数の巨大企業が存在

するという事実によって，価格設定や製品の流れを維持するために協調す

ることが必要であることを認識した。市場が飽和状態となる危険を孕んだ

この時代に，食肉業者はプールなどの協定を結んで市場の独占的支配を強

化することをめざした。このような食肉加工業に関する最初の調査報告書

は，1890年に提出された。これは，食肉加工業にとっての素材部門や家畜

業者の圧力によって，1888－90年にわたる５人の上院議員（座長はGeorge

G.Vest)による調査リポート（一般に「ヴェスト・リポート」と呼ばれる）で

あった。このリポートは，連邦政府および議会に具体的行動を起こさせる

には至らなかったが（シャーマン法の成立には若干寄与したといわれる），家畜

および肉製品の輸送に関するコンビネーションの存在，ならびに家畜の購

入に関する広範な協定の存在を提起した。後に明らかとなった事態と重ね

ると，豚については，1899年に終わったコンビネーションの存在，および

牛については，1886年から始まったビーフ・プール（その最初はAllerton Ｐｏｏ1.

1886－93年），新たにカダイ社を加えて再編成された1893－1901年のビーフ

・プール（後にこの存在を認めたスウィフト社の弁護士Henry Veederの名を冠し

て「ヴェーダー・プール」として知られる）の存在が，部分的に明らかにされ

たのである3o）。
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　収益の将来の繁栄が，不況の開始と無制限な競争の脅威によって危険に

なるにつれて，より多くの収益が協調によって得られることが明らかとな

った。かなりの金額を失ったため，アーラートン・プールのメンバー企業

（スウィフト社，アーマー社，モリス社，ハモンド社のビッグ・フォアが中心）は

彼らの最初のプールの再組織を行った。カダイ社のこの産業への成功した

参入を認識するとともに，新しい寡占企業を含めるためにプール・メンバ

ーが拡大され，かくしてカンザスシティ・アーマー社，東セントルイスの

モリス社傘下のドレスト・ビーフ＆プロビジョン社がこれに含まれるよう

になった。 1886年の場合と同様に，プールは北東部への食肉輸送の制限に

主たる関心があったが，シカゴからの輸送のみならずミズリー河食肉地点

からの輸送も含まれた。割当ては，前年のすべてのメンバーによって地域

に輸送された総量の各企業のシェアを基礎に決定され，従って，スウィフ

ト社，シカゴ・アーマー社，モリス社，ハモンド社，カンザスシティ・ア

ーマー社，カダイ社の順となった31）。

　食肉業者は以前のプールの経験から，輸送の制限自体だけではプールの

スムースな業務や効率を確実にするために十分でないことを学んでいた。

もしプール協定をより有効とするためには，需要と供給のより密接な調整

やより強力な強制規定が必要であった。価格を安定させ，販売食肉の１ポ

ンド当たり収益がほぼ等しくないなら，協定は短命であることを食肉業者

は認知していた。それゆえ彼らは，コストやマージンを計算する共通の方

法を考案し，プール協定の違反に罰則規定を作り，協定の規定を実施し情

報を処理する公式の管理機構を整備して，1893年３月13日に制定した「ヴ

ェーダー・プール」規定を１年間実施した。

　輸送や準備費の割当て，コストやマージン情報の遵守を徹底させるため，

カルテル本部がシカゴ郊外のカウンセルマン・ビルの６階に作られ，スウ

ィフト社の弁護士でアルバート・ヴェーダーの息子Henry Veeder がプー

ル協会の責任者に任命された。彼の主要な任務は，個々の企業によって彼
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の元に送られてくるデータを編集することであり，その情報には，各企業

が北東部地区に土曜日までの１週間に輸送するビーフの量や，加工工場で

のテスト・コストと１週間に各地区ごとに各企業によって確保された販売

価格との差額（マージン）などが含まれていた。毎週月曜日の夜，ヴェー

ダーは各メンバー企業に，各地区の各企業割当てに対応した輸送量を提示

したデータを郵送した。割当て量より少ない企業には, 100ポンド当たり40

セントの額を弁済し，割当て量より多い企業には100ポンド当たり同額の

支払いを求めた32）。

　しかし１年が経過する前に，プール・メンバーは協調が難しいことが分

かった。 1893年末，北東部と南東部の一部の州のみがプール規定に従って

いたが，これらの地区における継続的な成長によって割当てを無視するこ

とが始まっていた。 1893年を通じて，アーマー社は17，モリス社は８，カ

ダイ社は２つの支店を設立し，1893年の各社の支店総数は，それぞれ89，

52, 18であった。企業間の緊張は不可避であった。 1894年にプールが満期

となった時，各企業は協定を更新する条件として割当ての増加を要求した。

多くの議論の後，プール・メンバーは２年間協定を延長することを決定し

たが，同時に彼らはより多くの州を含む南東部に協定を拡大した。

　次の２年間（1894－95年），競争と協調が同居した。食肉業者が企業規模

の巨大さと，各企業の屠殺工場と販売地区との地理的距離を知覚するにつ

れて，完全な協調は難しくなった。プールの会合で経営者間の協定がなさ

れても，販売時点で実行されないことがあった。支店管理者が販売を促進

するために認可されない価格競争を行ったばかりでなく，食肉の腐敗容易

性によって認可されたマージン以下で販売されることもあった。 1894－95

年のプールの安定に対するより童要な脅威は，企業結合の外部にあった積

極的な競争企業の出現であった。この時期の異端児企業はシュワルツシル

ド・アンド・ザルツバーガー社であった。 1893年まで, s&s社はニュー

ヨークを基盤とし，１地域のために食肉を生産する牛の輸出・輸送企業で
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あった。しかし，家畜生産の西部移動と巨大な西部食肉企業の出現ととも

に, s&s社はビッグ・フォア（スウィフト社，アーマー社，モリス社，ハモ

ンド社）やカダイ社と同様に，それらと競争を続けていくには，西部に屠

殺工場を確保し，全国に配給ネットワークを拡大しなければならないこと

を認識した。 1893年のカンザス・シティの古いフェニックス屠殺工場の買

収は，新しい西部地域への同社の移動を示すものであった。カダイ社が支

店の設置に慎重であったのとは異なり, s&s社はすでに飽和に近い東部

地域で他社がプール協定をしていた地区に進出した。拡張は急激で，1895

年までに同社は30以上の支店を持ち，その3/4以上は北東部にあった33）。

②　第２のヴェーダー・プール:1898－1901年

　Ｓ＆Ｓ社の急速な取引の拡張はプール・メンバーの関心事となり，1895

年までに，侵入企業のマーケット・シェアはプールを分裂させるほどの脅

威となった。プールが機能するためにはＳ＆Ｓ社の協力が必要で，1898年

１月17日に，古いプール・メンバーはプール連合を再組織し, s&s社と

の調整に乗り出した。最終的に調整された協定は旧ヴェーダー・プールと

同様であったが，いくつかの新しい規定を含んでいた。より厳しい罰金が

違反者に対して課されたし，各企業の報告を照合し，帳簿の定期的検査の

ために監査役が雇われた。以前のように，シカゴやミズリ一河から北東部

への輸送は，前期にその地域に輸送された総量の各企業のシェアを基礎に

規定されたが，この一般的割当てに加えて，特別の割当てが北東部の特定

の競争的地点についてなされた。同様にマージン規定が，全般的な北東部

地域に対してのみならず，この特定地域についてもなされた。新しい協定

の下で，食肉業者は２つの罰金を課された。もし企業が北東部の一般的割

当てを超えたなら，超過分100ポンドにつき75セントの罰金を支払い，ま

たもし企業が特定競争地区の割当てを超えたなら，超過分100ポンドにつ

き１ドル50セントを支払うことになった。会合は毎火曜日の午後に開かれ，

メンバーは30日の予告の後に撤退の権利を持った。この協定は, s&s社
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が公式のメンバーとなった1898年３月15日から1901年までの３年間を期限

として実施された34）。

　4ヵ月以内に，食肉業者はプールを３つの新しい地域に拡大した。以前

のＡ地域（ミシシッピ州以東からオハィオ升|およびポトマック河以北），Ｂ地域

（バージニア州中心）に加えて，1898年７月９日に，北東部と同様の協定が

イリノイ州コックカウンティ（Ｃ地域），セントルイスとコックカウンティ

を除くイリノイ州全土，アイオア州（カウンシル・ブラフを除く）（Ｄ地域），

そしてコロラド州（Ｅ地域）に適用された。これらの地域へのプールの拡

張は，産業の継続した発展と新しい地域への食肉の増加する流れを規制す

るための協調の必要性を示していた。また巨大食肉業者の積極的な垂直統

合や多角化に対応して，1900年の７月２日と８月11日に，食肉業者は北東

部とイリノイ州コックカウンティ（Ｃ地域）における羊，およびコックカ

ウンティの子牛の割当てを開始した。しかし，これらの諸努力は短命に終

わり，食肉業者が求めた長期的な安定は依然として確保することができず，

他のより強力な企業連合手段による解決を摸索し続けることとなったので

ある35）。

　（2）法人企業局調査とナショナル・パッキング社の設立・解散:1902－

1912年

①　ナショナル・パッキング社の設立

　Ｊ・オグデン・アーマー，Ｇ・Ｆ・スウィフトおよびエドワード‥モリ

スの３者は，従来のプール体制を廃して，企業合同を行う予備契約を1902

年５月31日に締結し，業界の主要部分を持株会社の下に単一のトラストヘ

合同しようとした。その提案は，スウィフト社，アーマー社，モリス社を

含んでいたが，カダイ社とＳ＆Ｓ社は含んでおらず，また新しい持株会社

を設立することと，Ｊ・Ｏ・アーマー，Ｇ・Ｆ・スウィフト，エドワード

・モリスが個人として個々の会社の株式資本の持分をすべて新会社に売却
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することに同意するものであった。個々の会社の資産や株式の見返りとし

て，食肉業者は新会社の20年社債と優先株式を受取る。社債や株式は，新

会社の総資産に各会社が貢献した程度に応じて配分され，買収の対象とな

った会社は，最大の統合食肉会社の前記３社のほか，ハモンド社，カンザ

スのFowler Packing Ｃｏ･，シカゴのAnglo-American Provision Ｃｏ･，Omaha

Packing of Illinois,St. Louis Dressed Beef and Provision Ｃｏ･,United Dressed

Beef Co. of New York などが含まれていた36)。

　提案された新持株会社は５億5,000万ドルの授権資本を持ち，その内訳

は20年満期の５％利付き社債が7,500万ドル，６％利付きの優先株式が２

億5,000万ドル，普通株式が２億2,500万ドルであった。クーンロップ商会

(Kuhn, Loeb & Co.,)が資金調達を担当し，スウィフト社，アーマー社，モリ

ス社などは，個々の資産や証券に対して１億6,500万ドルの優先株と１億

8,200万ドルの普通株を受取り，これら３社が新会社の4/5を支配する予

定であった。しかし1902年11月18日に，クーンロップ商会のジェイコブ・

シフ(Jacob Schiff)が出席した会議でこのトラスト計画が突然破談となった。

プロモーターは撤退の理由を明示しなかったけれど，政府の独占規制が同

じプロモーターの他の計画，つまりノーザン，セキュリティ社(Northern Se-

curitiesCompany)に対して厳しくなったこと，またスウィフト社の法律顧問

アルバート・ヴェーダー(Albert Veeder)の説明によると，ジェイコブ・シ

フは巨大な新会社の過剰な証券発行を危惧し(1903年恐慌として後に現実化)，

時期尚早と考えていたことによる。結局1903年３月18日，ニュージャージ

ー州法の下で以前の企業統合計画より小規模であまり野心的でない新持株

会社ナショナル・パッキング社(National Packing Company)が組織された。

５億5,000万ドルの資本金を持つ以前のトラスト会社は主要な食肉会社の

すべての統合を意図していたが, 1,500万ドルに縮小された資本金しか持

たないパッキング社はビッグ・スリーのみの統合を意味し，同社の株式は，

アーマー社，スウィフト社，モリス社の３社によって，それぞれ40%, 46

　　　　　　　　　　　　　　　－31－



%, 14%ずつ所有された37）。

　ナショナル・パッキング社が食肉業者の利益，価格，マージンにどのよ

うな影響を与えたかを正確に測定することはできないが，ビッグ・スリー

の独占的支配体制が以前より順調に進展したことは指摘できる。アーマー

社とスウィフト社の純利益は, 1890―1900年にそれぞれ平均で185万ドル

　　図表14　全米の主要家畜センターにおける屠殺牛の支配状況（1907－1909年）

図表15　ビッグ・ファイブにおける純利益の推移（1888－1912年）
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と146万ドルであったが，1900－1910年にそれは平均でそれぞれ420万ド

ル，500万ドルに増加した。さらにナショナル・パッキング社の生存中，

ビッグ・スリーのマーケットシェアは安定し，巨大食肉会社は20世紀初頭

までに，価格競争を回避し，プライス・リーダーシップを手に入れたこと

は確かであったと云えよう(図表14と図表15を参照)。38)

②　法人企業局調査とガーフィールド報告書

　1902年５月にソックス司法長官(Attoney GeneralPhilanderＣ.Ｋｎｏｘ)は，1890

年のシャーマン反トラスト法の下でシカゴの巡回裁判所に訴訟を提起した。

その訴状は，被告である食肉加工業者(株式会社７社，パートナーシップ１

社，23人の個人)が，全国で家畜の購入やフレッシュ・ビーフ・ミート(鮮

牛肉)の販売に競争を抑制するコンビネーションを組み，解体肉(ドレス

ト・ビーフ)の輸送のために運送業者からリベートを得ており，シャーマ

ン法第１条および第２条に違反しているという内容であった。被告側は抗

議を行ったが，1903年２月にシカゴ連邦裁判所のグロスカップ判事(Judge

PeterS. Grosscup)の意見で却下され，1903年５月，反トラスト法違反の差

止命令がすべての被告に対して発せられ，食肉加工業者側は一敗地に塗れ

たのであった。その後上告があり，訴訟は1905年１月30日に最高裁判決が

なされて確定し，差止命令はコンビネーションを禁止するように修正され

て永久的なものとなった39)。

　最高裁で差止命令をめぐって係争中であった1904年以前から，解体肉価

格の上昇についてはしばしば消費者の間で不満があり，いわゆる｢ビーフ

・トラスト｣がそうした状況の元凶とされていた。 1902年の前期，家畜の

価格は非常に高水準となったが，同年後期に低下し，1903年中そうした状

況が続き，そしてさらに低い水準へと推移した。それは，解体肉の価格が

異常に高いという一般的な信念と対になっていた。それゆえ消費者の不満

は益々大きくなり，西部の牧畜業者の活発なアジテーションの結果として，

サウス・ダコダの議員であったＳ ・Ｗ・ マーチン(S. W. Martin)は1904年3
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月７日，家畜ならびに解体肉に関する価格状況の調査，およびトラストま

たはその他の形態のコンビネーションが食肉の取引を支配しているか否か

の調査を実施する決議案を議会に提出した。そして，この調査が法人企業

局(Bureau of Corporations. 1903年にセオドア・ルーズヴェルト大統領の下で創

設）の委員Ｊ・Ｒ・ガーフィールド（J. Ｒ. Garfield)に委嘱されたのである40）。

　法人企業局は，それまで収集していた資料と，食肉加工業者から提出さ

れた資料とを分析し，早急に調査結果を取り纒めて1905年３月３日に政一

片片好治パ］回回心ioner of Corp･orations on the良好Industry (以下，ガーフ

ィ一ルド報告書と略称）として大統領に報告し，これを大統領が議会に提出

した。この報告書は，「ビーフ・トラスト」に関する公式の調査結果であ

り，審理中の巨大食肉業者に対する法的訴訟に関連したビーフ産業全体を

カバーするものであったため，大衆の強い関心を集めた。

　この調査は，当時における食肉加工業の生産の集積を次のように明らか

にした。

　　「アーマー，スウィフト，モリス，ナショナル，シュワルツシルド・ア

ンド・ザルツバーガーおよびカダイの各社は，1903年に子牛を除く合衆国

分屠殺牛数の約45％を屠殺した。……他方，これらの会社は，８つの主要

な食肉加エセンター，つまりシカゴ，カンザス・シティ，サウス・オマハ，

イースト・セントルイス，サウス・セントジョーゼフ，フォートワース，

スーシティ，およびサウス・セントポールにおいて屠殺された全家畜の約

98％を屠殺した。」41）

　大衆は利益の問題にも強い関心を持っていたため，ガーフィールド報告

書は第５章Ｐｒｏｆｉt of　tｈｅＢｅｅｆ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓでその問題を扱った。法人企業局の

計算によれば，牛１頭当たり82セント，またはドレスト・ビーフ100ポン

ド当たり1.35ドルの利益という「適正」なものであった。これらの数字は，

企業局による計算より17セント高い牛１頭当たり平均して99セントを示し

ている食肉業者の帳簿記録によっても証明された。これによって，議会お
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よび世論の期待に反し，牛肉価格の上昇に関して食肉加工業者の責任は何

ら問われることはなかった。いわば食肉加工業者は「良いトラスト」（「悪

いトラスト」として西北部の運輸独占を意図したニュージャージー州の持株会社

Nothem Security Company が1902年に反トラスト訴訟で告訴され，1904年に最高裁

から解散命令が出されたのとは対照的）と認定されたわけで，その主たる理

由は，各巨大食肉企業の「低い適正利益」が提示されたことによる42）。

③　反トラスト訴訟とナショナル・パッキング社の解散

　ガーフィールド報告書は，多くの新聞社や大衆から疑いをもって受取ら

れた。 1905年当時はマックレーカーズ（“muckrakers”独占暴露者）の活躍し

た年でもあり，食肉加工業者に対しては,1905年にC. E. RussellＴｈｅ Ｇｒｅａt-

心Trust in the We�j（最初にＥｖｅｒｙｂｏｄｙ’ｓＭａｇａｚｉｎｅ誌に掲載。同年にRidgway-

Thayer Company, Publishers より出版）およびUpton Sinclair, The Jungle (最初

にＬａｎｃｅt誌に掲載。同年にシンクレア自らが出版）が公刊され，食肉加工業者

への大衆の不信感を煽った。かくして1905年３月20日，司法省はシカゴ大

陪審へすべての被告に対してシャーマン反トラスト法違反容疑で再度の刑

事訴訟を行った。この訴訟に対して，被告は種々の論拠で対抗し，1905年

10月23日，その当時の食肉産業を調査していた法人企業局に情報を提供し

たという事実によって，そのような刑事訴訟から免除されるという「免

責」(immunity : 刑事訴訟を行わないのと引換えに，事件関係者に証言を求める制

度）を主張した43）。

　1905年訴訟における事実に関する公判は長引いた。その重要な点は，司

法長官のＷ・Ｈ・ムーディ(Attorney-General Ｗ. Ｈ.Ｍｏｏｄy）が，「法的な免責

は法人企業局の委員によって召喚され，次いで起訴に関係した法的意味に

おいて証言を与えた人にのみ限定される」という点を主張したことによる。

これに対して被告が主張したのは，「召喚されなくとも，与えられた情報

・証言は法律の強制の下で提供されたものである」ということであった。

法廷は1906年３月，ハンフリー判事(Judge J. Otis Humphreyバこより，「免責
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は，召喚に従って宣言の下で証言し，または宣言の下で証言をする自然人

にのみに拡大される｣という言葉で免責の権利を定義する法律を通過し，

会社としてでなく自然人としての被告に免責が認められることとなった。

この認定に対しムーディー司法長官は，“免責ブロ”(‘‘immunitybath”)として

批判したが，結局同年10月に訴訟継続を断念した44)。

　1909年にＴリレーズヴェルトからＷ・Ｈ・タフト(William H. Taft)に大

統領の交代(共に共和党)があったが，食肉加工業者への追及は続いた。

そして翌1910年にナショナル・パッキング社に対して反トラスト法違反で

最終的な訴訟をおこし，１つはランディス判事によって否決されたが，陪

審は告訴に持込んだ。ナショナル・パッキング社とその子会社に対する訴

訟理由は，ビーフの価格が競争的でなく固定した価格で販売されており，

ナショナル・パッキング社は取引や商業を支配し独占しているというもの

であった。しかし，この民事訴訟は継続せず，ナショナル・パッキング社

に対する解体訴訟は19n年に却下された。同じ1911年12月６日，ルイス・

Ｆ・スウイフト(ＬｏｕisＦ.Swift.G・Ｆ・スウィフトの息子)他個人11人に対

しシャーマン法違反容疑の刑事訴訟がなされたが，これも1912年３月25日，

この裁判を担当したカーペンター判事(Judge Carpenter)が，陪審に対して

次のような諸点を指摘しつつも｢無罪｣の評決を下して終了した。

　　｢貴方が有罪とした被告は，1907年９月12日から1910年９月12日の３年

間，告訴で記述された取引と，実際，告訴に記述された方法を実施してい

た。

　また同一期間，そのような取引業者間に通常存在する家畜の購入と精肉

の販売における競争は，防止・抑制・制限・削減され，食肉の販売価格は，

その目的のために参入した被告の間でのコンビネーションの直接の結果と

して，固定・規制・管理されていた。しかし私は，ここでの被告が，単に

そのような疑念を受けるだけで有罪とされることはないということを，特

に貴方たちに勧告する。つまり彼らは，そのような有罪は通常のことであ
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ると貴方たちが考えるという理由だけでは，有罪とならないのである。」45）

　この無罪評決ののち食肉加工業者は，反トラスト法強化の動向（1914年

のクレイトン法成立）と司法省のナショナル・パッキング社に対する再度の

民事裁判訴訟の動きが必然的であるという事実，また，その後まもなくナ

ショナル・パッキング社自体が財政的に失敗したこともあって，1912年７

月に自主的に同社の解散を行った。同社の資産は出資割合に応じて，スウ

ィフト社，アーマー社，モリス社に売却され，まさに「ビッグ・ファイブ

の時代」を迎えたのであり，イェーガー女史が次のように総括する段階に

到達したのである。

　　「ナショナル・パッキング社のような措置の必要性と効用はまた，1912

年までに消滅していた。ナショナルの管理上のネットワークをビッグ・ス

リーのそれと結合させたことによって，寡占的行動をルーティン化させ，

市場占有率を安定化させたことによって，食肉加工業者は，他の各社の事

業についての十分な知識を得，その結果，寡占の機能をスムースにするの

に最早ナショナルが必要ではないと考えるに至ったのであろう。」46）

　（3）連邦取引委員会調査と食糧庁規制以降の政府規制:1913－1921年

①　ＦＴＣ（連邦取引委員会）調査勧告と食肉業者の対応

　独占批判の問題は，1912年のナショナル・パッキング社の解散以後，

1914－18年の第１次大戦中にもかかわらず再燃した。巨大な食肉業者の古

い世代は家畜業者であり，家畜生産者と親密な関係にあったが，産業の発

展は食肉業者の第２世代たちをそうした関係から阻害し，無関心の印象を

与える結果となった。また1915年，家畜の輸入停止で高価格となり第１次

大戦中のブームにもかかわらず輸出を増加し国内供給を減らした飼育業者

に多大の損失を与え，同年シカゴの家畜マーケティング会議へ食肉加工業

者の首脳が欠席し食肉業者側の弁明がなされなかったことも加わって，家

畜業者の食肉加工業者ならびに家畜販売システムに対する不満は一挙に高
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まった。かくして翌1916年１月，「全米家畜業者組合」(American National

Live Stock Association)はテキサス州エルパソで年次大会を開催し，マーケテ

ィング委員会を結成し，家畜販売の改善策を議会へ請願することを決定し

た。同年２月に，食肉加工業の調査に関する決議案がミズリー州選出議員

によって提案され，一方の家畜業者のマーケティング委員会はこれを指示

し，他方の食肉加工業者は「反トラスト法のいずれかまたは全ての違反に

関する事実を調査して下院に報告せよと連邦取引委員会(Federal Trade Com-

mission.以下ＦＴＣと略称）に命じた決議案の表現は，彼らの有罪を仮定し

ている」と指摘して反対に回り，両者の関係は険悪化した。当初，食肉加

工業者の熱心なロビー活動が効を奏し，1917年１月８日に議会で同提案が

否決されたが，12名の議員はＷ・ウィルソン大統領（ｗｏｏｄrｏｗ Wilson. 民主

党から1913－21年の期間，大統領に就任）に直談判した。その結果1917年２月

７日，ウィルソン大統領はＦＴＣへ「食品と製品，またはその製造から派

生する副産物の生産，所有関係，製造，貯蔵，配給に関する事実，反トラ

スト法の違反に関する事実を確実にすること，特に法律と公共の収益に反

する不正，統制，トラスト，コンビネーション，共謀，取引の制限がない

かの問題の調査と報告」を命ずる法律調査を依頼した47）。

　なおＦＴＣは，ウィルソン大統領の下に，1914年のクレイトン法成立に

先立ちその番人として設置された「不法行為をなしつつある個人および会

社に対して，その禁止通達を出すことができ……その禁止通達が実行され

るか否かにつき，自ら調査する権限を与えられた」委員会であり，法人企

業局を吸収して発足した機関であった。ＦＴＣによる調査結果は,まず1918

年８月に「認定および勧告の要約」の部分が発表され，1919－20年にかけ

てＲｅｐｏｒt　ｃがtｈｅ Ｆｅｄｅｒａｌ Ｔｒａｄｅ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ ｏｎ tｈｅ Ｍｅａt-Ｐａｃｋｉｎｇ Ｉｎｄｕｓtｒｙ，Part

I-Ⅵとして公刊されたのである。

　ＦＴＣは上記報告書の中で，食肉加工業者を以下の７つの点で告発した。

（1）国内の５つの巨大食肉業者（スウィフト，アーマー，モリス，カダイ。
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ウイルソン各社）は，ある固定した割合に従って全米の家畜類の購入の分

野において協定を結んでいる。（2）5大食肉企業は，家畜マーケットを支

配し操作するために使う内密の情報を交換している。（3）彼らは，（ａ）「分

離出荷」購入，（b）「割当て買付け」，（ｃ）「電信による通報」，（d）「日々のマ

ーケットの形成」のような実践的手段によって家畜購入者を通じた共謀的

な行動をしている。（4）彼らは，南アメリカから全米や他の国への輸送を

制限し統制するために他社と結合している。（5）彼らは，新鮮肉の販売に

おいて共謀して行動している。（6）5大食肉業者による資金の共同投資が

見られる。（7）種々の企業に対する共同所有が見られる４８）。

　ＦＴＣの勧告に対する食肉業者の対応は，以下のとおりであった。先ず

家畜の購入割合がほぼ一定していることは独占契約の証であるとする第１

の勧告に対して，食肉業者の解答は，そのような固定は積極的な競争や各

食肉業者が他の食肉業者と近接していることを示す指標であるというもの

であった。もしある食肉業者が市場を奪って彼の割合を増加しようとする

なら，彼は他社によって追随され，結果的にすべての食肉業者が損失を被

り，他社を出し抜くことは困難であると主張した。家畜市場を操作する情

報交換があるという第２の勧告については，共謀はないが，良好な事業や

競争の理由で各食肉業者は他社の購入情報を保持していると主張して対応

した49）。

　種々の実践を通じた家畜購入における共謀に関する第３の勧告について，

食肉業者は個々の購入実践を詳細に説明することで対応した。阿Ｃ勧告

における「分離出荷」購入（‘‘split-shipments” purchases)とは，輸送者が２つ

のマーケットの間に出荷を分離し，各スプリット・ロットは異なる市場で

同一価格で販売される場合を意味し，これは巨大食肉業者の入札業務が効

率的であることを示すものであると主張した。「割当て買付け」（“part-

purchases”）は，食肉業者の要求が高級家畜から低級の範囲にまで及び，同

一タイプと重量の家畜を大量に処理できないため，二人ないしそれ以上の
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食肉業者が，一人の輸送業者ないし生産者の家畜を購入する際に共同し，

それぞれが同一価格で輸送貨物の一部を買入れるもので，購入における競

争を削減する有効な手段であると説明された。「電信による通報」（“wiring-

ｏｎ”）は，ある市場での家畜が輸送業者やコミッション会社に満足できる価

格で販売できず，彼がそれを他の市場で販売しようとした時，最初の市場

でのバイヤーが第２の市場のバイヤーに提示価格を「電信で通報」し，結

果的に，第２市場への家畜の輸送を不利にし，巨大食肉業者による価格の

コントロールを容易にしたが，これについては，電送された市場情報に関

する法律問題であり，効率的実践を示す一事例であるというのが食肉業者

側の主張であった。「日々のマーケットの形成」（“making” thedailymarket)

とは，通常，家畜買付け市場は午前８時に開設され，小規模食肉業者や独

立食肉業者はその時間前後に市場に入るが，巨大食肉業者は午前８時に購

入を開始することはなく，大抵10時，11時，または正午以後となることに

関連している。ここ数年，家畜価格は上昇する傾向にあったが，それは，

中小食肉業者が出来る限り早期の購入を開始するために輸送業者やコミッ

ション会社と協力したことによるもので，家畜価格を大きく左右する大量

購入の巨大食肉業者の関与は少ないと主張した5o）。

　巨大食肉業者は，南アメリカからヨーロッパヘの輸送を統制したり制限

しているという第４の勧告については，それはイギリスにおける新鮮肉の

受入れをより規則的なものとし，船舶内に適正な空間が欠如している場合

は必要な措置であり，その調整は秘密裏でなくイギリスの法律に基づいて

実施されていると説明された。さらに，新鮮肉の販売において共謀してい

るとする第５の勧告に対しては，マージンが前期の売上についてなされる

情報交換は有害ではないし，オープン・マーケットでの提携はそれほど多

くないと主張した。またＦＴＣの第６勧告「共同投資」や第７勧告「共同

所有」に関する指摘についても，特に屠殺工場の共同投資・所有はむしろ

経済合理的であると反論した。いずれにしても，巨大食肉業者の間には「激
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しい競争」が存在したというのが，ＦＴＣ勧告に対する食肉業者側の一致

した解答であったと云えるであろう51）。

②　1920年「同意審決」と「食肉加工業者およびストックヤード法」の制

定

　ＦＴＣ調査が開始された年，1917年はまた，食肉加工業者のライセンス

制が開始され（1１月），食糧庁規制(Food AdministrationRegulations)により最

高利益の規制が開始された年でもあった。食糧庁規制による利益の規制は，

ビッグ・ファイブに対しては二重になされた。すなわち，ディヴィジョン

エ（ビッグ・ファイブ）およびディヴィジョンⅡ（中小企業）とも，売上高

利益率の上限は２％であった。また，ディヴィジョンＩに対しては，その

事業内容別に，クラスＩ（食肉事業）に対しては総資本利益率９％，クラ

スⅡ（皮革，石鹸，金肥，膠，その他の特製品事業）に対しては総資本利益率

15％が上限であり，クラスⅢ（その他）に対しては規制なしであった52）。

　さらに1917年11月に，金法人企業に対する超過利得税法案が成立（実施

は1918－21年）していた。これは戦時利得に対する全法人企業を対象とし

た課税であり，投下資本に対して８％を超える利益には16％の税金を課す

という内容であった。なお，この超過利得税の副産物として資産再評価に

よる剰余金の増加（投下資本に対する８％の利益額を相対的に大きくする手段と

して分母数値の増加）の措置が見られた。例えば，スウィフト社では1918年

に3,074万ドル余，モリス社では1,061万ドル余の再評価による剰余金の増

加が見られた。

　ＦＴＣの調査報告の影響は大きく，1919年９月から10月にかけて，シカ

ゴで連邦大陪審による食肉加工業者に対する調査が頻繁に行われ，多くの

公聴会がＦＴＣの調査報告の結果として議会に導入された種々の法案に関

連して開かれた。最終的に1920年，コロンビア地区の最高裁で決定された

「同意審決」の中に具体化された法務長官パルマーと食肉業者の契約(agree-

ment between Attorney-GeneralPalmer and thepackers)となって結実し，これは最
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終的な政府規制への一歩前進であった53）。

　1920年「同意審決」の主たる内容な以下のとおりで，この同意審決の下

で，会社と個人のそれぞれの被告は次の諸点を強制された。（1）家畜生産

者と大衆に有利となるように，アメリカ地方裁判所の監視の下で公共の家

畜収容所における食肉業者の持分をすべて売却する。（2）同一の監視と同

様の方法で，家畜収容所の鉄道とターミナルにおける食肉業者の持分をす

べて売却する。（3）同一の監視と同一の方法で，マーケットの新聞に関す

る食肉業者の持分をすべて売却する。（4）彼ら自身の食肉製品に必要なも

のを除いて，公共の冷凍倉庫施設に対する食肉業者の持分をすべて処分す

る。（5）生鮮果物，缶詰，塩魚，列挙された多数の他の製品などの卸売食

料雑貨を含むすべての非関連製品から永久に撤退する。（6）自社の食肉や

乳製品以外に，配給システムを構成する支店およびカールートやトラック

の使用を永久に放棄する。（7）すべての被告をアメリカ地方裁判所の監督

下におき，互に直接・間接にコンビネーションや共謀することを禁じ，全

米のあらゆる食品を独占したり独占しようとすること，または不公正ない

し不法な実践を行うことを禁じる。さらに，これらの食肉業者は小売りに

従事することも禁じられた。54）

　この1920年「同意審決」によって，食肉加工業内部における寡占的支配

力の行使にある程度の制約が謀され，食肉業者が，綿実オイルや人造バタ

ー，バター，チーズ，卵，家禽を除く食料雑貨や非関連製品からの切り離

しが実施されたということである。これは，その独占が食肉業者の競争に

よって脅威を受けた「南部食料雑貨卸売商組合」(Southern WholesaleGrocers'

Association)の積極的な活動の結果によると云われている。いずれにしても，

この「同意審決」によって，その後における食肉加工産業の業務および正

常な事業の発展に強いブレーキがかかったことは明らかであった。

　こうした解決が裁判所と巨大食肉業者の間でなされていたにもかかわら

ず，同時期に食肉業者に関する多数の法案が議会に上提されていた。議会
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に提出された法案はＦＴＣの調査報告を強く反映していたが，初期の法案

のほとんどは委員会で否決され，大衆の意見も，それをあまりに極端であ

るとして非難した。これらの法案の１つであるシムス法案(Sims bill)は，

政府の手中にすべての販売設備を移管することを計画していた。他のケニ

オン法案(Kenyon bill)は，すべての州際屠殺業者，委託企業，家畜収容所

業者，大家禽・日用雑貨業者，家畜ニュース・サービスのためのライセン

ス・システムを規定し，ライセンスの認可，一時停止，撤回，および規制

と調査の権力は農務長官に帰属するとした。上院議員のグロンナによって

提案された他の法案(Gronna bill)は，ケニオン法案と同一の狙いを持った

ものだが，食肉業者と家畜収容業者のみを扱う範囲の狭いものであった55)。

　これら種々の法案に対して食肉業者は防衛策を展開し，食肉産業は他の

産業に比して既に多くの法律，連邦，州，都市によって監視され規制され

ていると主張した。食肉事業を監督・規制する多くの法律の中には，例え

ば，連邦反トラスト法，ＦＴＣ法，連邦純粋食品法，連邦食肉検査法，連

邦人造マーガリン法，連邦バター法，連邦労働法，連邦内部収益法，連邦

超過利得税法, I CC規制，農務省規制，州反トラスト法，州会社法，州

公共企業法，州検査法，州人造マーガリン法，州バター法，州冷凍倉庫法，

州純粋食品法，州衛生と規制，州肥料法，州飼料法，州労働法，州税法，

州産業裁判所法，都市検査法，都市衛生法，都市税法などがあった56)。

　最終的に1921年８月15日，アイオアの下院議員ホーデンによって提案さ

れた法案(Haugen bill)が｢食肉加工業者およびストックヤード法｣(“the Pack-

ersand StockyardＡｃt")という法律となり，これは，食肉産業の歴史におい

て新しい規制強化の時代の始まりを意味した。これ以後，食肉業者は，不

公正な差別，詐欺的実践，不適当な供給，独占となり競争を制限する価格

の操作や支配を禁じられ，罰則の強化なども促られた。 ＦＴＣの調査権限

は農務省長官の要請があった場合のみに限定され，また同法律を実施する

機関として，農務省長官補佐チェスター・モリル(Chester Morrill)の指揮の
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図表16　ビッグ・ファイブの営業成績（1921年）

下に「食肉業者およびストックヤード管理局」(Packers and StockyardsAdmini-

stration)が新たに組織された。なお，図表16に見るように，1921年の５大

食肉業者の財務報告は，上述の諸制約と戦後不況によって，Ｊ・オグデン

・アーマーが「食肉加工産業の歴史において最も悲惨な年」と述べたよう

に芳しくなく，カダイ社の157万ドルからアーマー社の3,175万ドルに及ぶ

赤字を生む程までに悪化したのである57）。

　　4.結　　語

　以上，我々は近代的アメリカ食肉加工産業の形成過程とそれに対する

種々の連邦調査および独占規制の展開を中心に考察してきたわけであるが，

これまで述べてきたことのまとめと，1920年以降の同産業の発展概要を指

摘して結びとしたい。

　（1）アメリカにおけるローカルかつ小規模で季節的な家畜の屠殺・解体

事業は植民地時代にまで遡ることができるが，本稿では，ローカルな市場

から全国市場へ，季節的かつ兼業的職業から通年のかつ専業化された職業

としての近代的な食肉加工産業(Meat-Packing Industry)が生まれるに至った

経緯を先ず最初に考察した。近代的アメリカ食肉産業が1870年以降に成立

したのは，次の４つの要因の結合による。その第１は家畜の新しい供給地

（シンシナチやオハイオ渓谷地区）の開設と発展，第２は家畜大供給地（シカ

ゴやカンザス・シティ）に対する鉄道輸送網の拡張，第３は冷凍貨車による

解体肉の大量輸送の開発，第４は家畜や食肉を最も効率的な方法で収容。
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配給する全国的な屠殺工場および支店網の組織を作った革新的人物の出現

である。

　このうち特に冷凍貨車の開発は，家畜の加工を年間を通じたものとし，

食肉の長期の運搬および全国ないし世界的な配送を可能にし，近代的食肉

産業の発展を決定的なものとした。この冷凍肉の大量輸送の革新に対して

は，当初，「東部幹線鉄道協会」，「全国精肉商防衛同盟」のほか，消費者

からも強い反対があったが，アメリカ国内にはマサツセッツ州ケープコッ

ド出身のＧ・Ｆ・スウィフトを初めとして，Ｐ・Ｄ・アーマー，Ｍ・カダ

イ，Ｎ・モリスなど近代的食肉産業の有能なパイオニア企業家たちが多数

出現しており，彼らが少数の大規模な家畜収容センターに屠殺を集中し，

ドレスト・ビーフを冷凍貨車で輸送して全国市場の制覇に成功したのであ

る58）。

　（2）アメリカ食肉産業の構造と競争パターンの変化は，３つの段階を経

て起こった。第１段階は187Ｏ-1878年で，近代的な食肉加工が冷凍貨車の

食肉取引への成功的適用によって始まったことは既に述べた。第２段階は

1878－1886年で，この期間に食肉業者は冷凍肉の巨大な市場を創造し，冷

凍貨車の利用と会社所有ないし支配下の支店網により，ビッグ・ファイブ

を中心とする寡占の出現に導いた。第３段階は1886－1921年で，食肉業者

は多くの小企業の時代とは異なり，産業に少数の巨大企業が存在するとい

う事実によって，価格設定や製品の流れを維持するために競争より協調す

ることが必要であることを学んだ。市場が飽和状態となる危険を孕んだこ

の時代は，第１期（1886－1901年）：プール（ヴェーダー・プール）の時代，

第２期（1902－1912年）：トラスト（ナショナル・パッキング社）の時代，第

３期（1913－1921年）：コンビネーションの時代の以上３つの時期に区分で

きる59）。

　（3）食肉産業における「独占」の問題は，政府のみならず大衆の強い関

心を集めた問題であり，本稿でも中心的課題として取上げた。 1890年以後
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の約30年の期間に，ヅェスト・リポート（1890年），法人企薬局調査（1905

年），連邦取引委員会（ＦＴＣ）調査（1917年）と３つの大きな連邦調査が

あった。また司法の訴訟が３回（1902年，1905年，1911年）あり，1912年の

決定的判決によって「有罪ではない」という評決がなされた。独占の告訴

自体は，巨大食肉業者によって購入される家畜の割合が毎年ほぼ一定して

いるという事実に大きく基づいていた。これは，各会社がその割合を増加

する継続した努力をしているが，他の食肉業者の対抗措置によって相殺さ

れるという事実によって説明され，このようなコンスタントな競争の存在

により，単一の食肉業者が彼の家畜割合を増加することは難しいというの

が被告側の主張であった。

　1917年のＦＴＣによる最後の調査は，ビッグ・ファイブが家畜の購人分

野における秘密の契約と，食肉の生産や販売での共謀に基ずく独占の維持

に責任があるという報告に結果した。 ＦＴＣによってなされた告訴は否決

されたが，巨大食肉業者が強く認識したことは，大衆の意見は非常に扇動

的で，ＦＴＣレポートの影響は絶大であるということであった。この決意

が，いわゆる1920年「同意審決」における成果となって表れ，それらは，

巨大食肉業者の側に，公共の家畜収容所・家畜収容ターミナルと鉄道・マ

ーケット新聞・冷却倉庫における持分の処分，非関連製品の販売や食肉製

品以外の配給システムの使用の放棄に関する自発的な契約へと結実した。

　その間,食肉産業を規制する各種の法案が議会に提出され,最終的に1921

年の「食肉加工業者およびストックヤード法」が通過した。この法律まで，

産業の規制は農務長官にまかされていたが，彼はその任務を「食肉業者お

よびストックヤード管理局」の責任者に譲り，そこで条項や長官の命令に

違反した場合の罰則などが強化され，業界に対する政府規制はさらに前進

することとなったのである6o）。

　（4）1920年以降におけるアメリカ食肉加工産業の概要について付言すれ

ば，特に1930年から1961年までの期間は，種々の要因によって同産業への
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参入障壁が除去され，次第に反集中化(deconcentration)の傾向がみられるよ

うになったと云える。 Ｊ・Ｓ・ベインによれば，1947年におけるビッグ・

フォア（スウィフト社，アーマー社，ウイルソン社，カダイ社，モリス社は1923

年にアーマー社の子会社North American ProvisionＣｏ・に買収された）の集中を食

肉総屠殺に対する割合で測ると38.0％であり，食肉業は「中位以下」の集

中型の代表的産業とされている。また1956年におけるビッグ・フォアの売

上高は47%,資産総額においても50％であり，1947年，1954年，1958年，

1963年のそれぞれの付加価値は41%, 39%, 34%, 31%と次第に低下する

傾向を示していた61）。

　このようにアメリカ食肉産業における寡占状態がくずれるようになった

第１の要因は，冷凍貨車の普及と中・小都市市場の発展である。冷凍貨車

の開発は，当初，巨大な資本投下を必要とし巨大企業による全国支店網の

確立をもたらし，それがひいては食肉産業の寡占を生んだことは既に述べ

た。しかし，次第に冷凍貨車輸送が普及するにつれ，巨大企業における屠

殺工場の分散化が進み，それが勃興しつつあった東北部以外の中小都市市

場を背景として小企業や新参者の進出を刺激する結果となったのである。

　反集中化の第２の要因として，工場における「規模の経済」が屠殺業務

においては非常に限定されていることがあげられる。牛の屠殺に関するあ

る調査によれば，「牛１頭の屠殺費用は，１時間当たり20頭の割合の場合

の10.67ドルから，１時間当たり120頭の割合で7.91ドルに低下するにすぎ

ない。また牛１頭当たりの労務費は，同様の割合に7.24ドルから5.33ドル

に低下するだけである。１週に40時間操業し，１時間当たり120頭を屠殺

する工場は，1964年の全国の牛の供給のわずか１％を屠殺するにとどま

る」ことを示していた。

　第３の要因として，むしろ新参者にコスト上の利点を与えた賃金問題が

ある。多数の工場をもつ巨大企業の時間当たり平均賃金は，単一工場企業

より75セント高い。大都市賃金は，中小都市賃金より平均して24セント高
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い。時間当たり賃金は，小工場よりも500人以上の従業員をもつ工場で68

セント高い。労働者の大部分が労働組合契約下にある工場の賃金は，労働

組合をもたず，また組合従業員の少ない工場より1.15ドル高い。かくて，

都市以外にあり，独立した単一工場でしかも組合をもたない会社は，大都

市の大手食肉企業よりも低い労務費の利点を確保できたのである。

　新参者に巨大食肉企業との直接競争を可能にさせた第４の要因は，合衆

国政府による「食肉の格付け」(federal grading)であった。食肉検査制度は

既に1880年代末から始まっていたが，それが不徹底であったため1906年に

食肉検査法(Meat InspectionAct.連邦政府にょる強制検査）が制定され，さら

に第２次大戦以後，政府の格付け専門官による公正な第三者が食肉の等級

・収量を決定し，それにもとづいて販売が行われる「格付け・収量販売制」

(gradeand yieldselling)が次第に一般化するようになった。これによって食

肉の品質は同一化され，小企業はビッグ・フォアと対等の立場で直接競争

することが可能となったのである。

　最後に，アメリカ食肉加工業における反集中化をもたらした第５の要因

として，チェイン・ストアの台頭の問題があった。 1920年代は一般に「チ

ェイン・ストアの時代」と呼ばれ，それは，勃興しつつあった地方の中小

都市の消費者を対象とし，多数の小売店舗を各地に展開することによって

大量仕入＝大量販売のメリットを追及し，こうして多数の近代的な巨大小

売企業が発展していった。しかし，ここで注意すべき点は，特にＡ＆Ｐの

ごとき食料品小売販売企業が同時に巨大な製造企業でもあり，その商品に

　「アン・ページ」，「ジェーン・パーカー」といった自己の商標をつけて販

売するようになったことである。食肉についても, A&Pをはじめとする

巨大小売企業は，先に述べた種々の要因によって生成しつつあった中小食

肉業者からの購入と，自らの食肉加工工場によって生産した食肉に自社の

ラべルを付けて販売し，ここに「スウィフト・プレミアム」，「アーマー・

スター」といった大手食肉加工業者の銘柄による製品との衝突がみられる
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ようになった。すでに食肉加工業者の流通戦略は，大衆市場の急激な発展

につれて，従来の冷凍貨車開発による物的流通革命にもとづく全国市場の

形成から，次第にナショナル・ブランドの浸透という広告による情報流通

面に大きく変っていたのであり，それがチェイン・ストアによる大量販売

を可能にさせたともいえる。食肉加工業者が一層広告活動を積極化し，そ

れによって自社ブランド品の販売と小売店への圧力を強化しようと努めれ

ば，それにつれて巨大小売業者もますます自社自身によるプライべート・

ブランド製品を増大することによって対抗することは十分に予想される。

その意味で，今後とも大型小売店の相対的交渉力はおそらく維持されるか，

更には強化されると考えて良いであろう62)。
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